
帯状疱疹ワクチン
助成を
答　�調査研究していく　

浦崎 みゆき  議員

一
般
質
問 

浦
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み
ゆ
き 

議
員

問

以
前
の
質
問
で
国
保
被
保
険

者
50
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
4
年
間

の
帯
状
疱
疹
罹
患
者
は
1
9
7
人

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
1
年
間
に

平
均
約
50
人
、
1
人
当
た
り
約

1
万
8
0
0
0
円
で
年
間
90
万
円

が
南
風
原
町
の
医
療
費
負
担
と
な

る
が
、
そ
の
理
解
で
よ
い
か
。

国
保
年
金
課
長

令
和
元
年
か
ら
令

和
4
年
の
4
年
間
で
、
1
9
7
人

に
か
か
っ
た
南
風
原
町
の
医
療
費

負
担
は
3
5
3
万
円
に
な
る
。

問

3
人
に
1
人
、
80
歳
ま
で
に

か
か
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、

医
療
費
の
観
点
か
ら
も
何
と
か
助

成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
再
度

伺
う
。

町
長

疾
病
に
関
す
る
ワ
ク
チ
ン

接
種
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は

進
め
る
べ
き
と
考
え
る
。
調
査
研

究
し
て
い
く
。

支
援
給
付
金
を
い
ち
早
く

問

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

①
生
活
防
衛
策
の
一
つ
と
し
て
、

低
所
得
世
帯
7
万
円
の
給
付
が
あ

る
が
本
町
の
世
帯
数
と
金
額
は
い

く
ら
か
。

②
給
付
に
当
た
り
ど
の
よ
う
な
手

続
で
行
わ
れ
る
か
。

③
対
象
者
へ
の
支
給
は
い
つ
か
。

④
そ
の
他
に
重
点
支
援
給
付
金
の

事
業
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

か
。

副
町
長

①
対
象
世
帯
は
4
2
5

0
世
帯
で
あ
り
、
支
払
い
金
額
は
、

2
億
9
7
5
0
万
円
。

②
通
知
文
を
発
送
し
、
指
定
の
口

座
へ
給
付
金
を
振
り
込
む
。

③
1
月
中
旬
頃
を
見
込
ん
で
い
る
。

④「
保
育
所
等
給
食
費
支
援
事
業
」

を
提
案
し
て
い
る
。

津
嘉
山
公
園
に

桜
の
木
の
植
栽
を

問

公
園
完
成
を
待
た
ず
に
桜
の

木
の
植
栽
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
か
。

副
町
長

植
栽
に
つ
い
て
は
、令
和

4
年
に
津
嘉
山
区
と
協
議
を
し
た

植
栽
計
画
に
基
づ
き
整
備
を
し
て

お
り
、
計
画
に
は
桜
の
木
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。

津嘉山公園植栽計画

問

桜
の
木
の
提
案
は
「
桜
見
が

で
き
る
場
所
が
欲
し
い
」
と
声
が

あ
り
、
南
風
原
町
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
る
よ
う
な
場
所
で
将
来
的
に
と

て
も
い
い
場
所
に
な
る
と
思
う
。

仮
に
津
嘉
山
区
よ
り
変
更
願
が
出

た
場
合
に
は
、
対
応
は
可
能
か
。

都
市
整
備
課
長

そ
の
通
り
可
能
で

あ
る
。

こ
ん
な
質
問
も
し
ま
し
た

•
女
性
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
を

一
般
質
問 

當
眞 

嗣
春 

議
員

沖
縄
を
二
度
と
戦
場
に

さ
せ
な
い
た
め
に

答
　
法
律
に
基
づ
き
対
応
す
る
　

問

沖
縄
を
二
度
と
戦
場
に
さ
せ

な
い
た
め
に
問
う
。
自
治
体
に
よ

る
自
衛
隊
適
格
者
名
簿
の
提
出
は

戦
前
戦
中
の
徴
兵
制
と
似
て
い
る
。

安
保
3
文
書
に
基
づ
く
自
衛
隊
の

任
務
拡
大
を
踏
ま
え
、本
町
が「
戦

争
へ
の
窓
口
」
と
な
ら
な
い
よ
う

願
う
も
の
だ
が
、
町
長
の
見
解
を

伺
う
。

町
長

自
衛
隊
募
集
対
象
者
情
報

の
提
供
は
、
人
材
確
保
の
為
で
法

律
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
本
町

で
は
閲
覧
の
対
応
を
し
て
お
り
、

名
簿
の
提
供
は
し
て
い
な
い
。

問

辺
野
古
新
基
地
建
設
に
つ
い

て
、
賛
成
か
反
対
か
見
解
を
問
う
。

不
登
校
問
題
を
問
う

問

本
町
の
不
登
校
の
状
況
と
原

因
に
つ
い
て
、
町
長
の
見
解
を
問

う
。

教
育
長

令
和
4
年
は
小
中
学
校

で
2
3
6
名
と
な
り
、
年
々
増
加

傾
向
に
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
抱

え
る
問
題
が
多
様
化
し
て
い
る
こ

と
に
関
係
し
て
い
る
。

	

問

不
登
校
の
原
因
は
過
剰
な
ス

ト
レ
ス
を
受
け
て
心
に
傷
を
受
け

た
こ
と
。
そ
の
ス
ト
レ
ス
の
原
因

は
学
力
向
上
と
い
う
競
争
の
圧
力

と
、
規
範
意
識
と
い
う
同
調
の
圧

力
に
あ
る
と
い
う
視
点
で
見
る
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

学
校
教
育
課
長

現
在
、
分
析
は
し

て
い
な
い
。
令
和
5
年
度
の
成
果

の
報
告
で
内
容
を
確
認
し
た
い
。

當眞 嗣春  議員

憲法九条の碑

町
長

辺
野
古
へ
の
新
基
地
建
設

は
、
国
の
安
全
保
障
上
の
問
題
も

あ
る
た
め
私
が
意
見
を
述
べ
る
立

場
に
な
い
と
考
え
て
い
る
。

問

①
自
衛
隊
募
集
業
務
②
新
基

地
建
設
の
賛
否
③「
代
執
行
」に
つ

い
て
、
憲
法
15
条
2
項
と
憲
法
99

条
の
観
点
か
ら
町
長
の
見
解
を
伺

う
。

総
務
部
長
代
執
行
に
つ
い
て
は
、

裁
判
所
に
よ
る
判
決
が
出
た
こ
と

か
ら
答
弁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
法
律
に
基
づ
い
た
措
置
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。
憲
法
99
条

に
お
い
て
、
公
務
員
は
こ
の
憲
法

を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
う

と
規
定
さ
れ
、
そ
の
と
お
り
だ
と

考
え
る
。

奨
学
金
制
度
を
問
う

問

人
材
育
成
基
金
と
町
の
補
助

金
で
給
付
型
奨
学
金
制
度
は
検
討

で
き
な
い
か
。

教
育
長

検
討
し
た
結
果
、現
行
の

制
度
に
よ
る
給
付
に
努
め
る
こ
と

に
な
っ
た
。
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